
外来を受診される患者の皆さまへ

帝京大学医学部附属病院

〜 お知らせ 〜
当院で発行する院外処方箋は一部のおくすりに
対して“一般名処方”の記載をしております。

先発品・後発品 共にカプセル剤の在庫がないが、同一成分である後発品の錠剤
の在庫がある場合

※後発品の薬剤料が先発品の薬剤料を超えない場合に限ります。

例）

ここ数年、一部のおくすりにおいて入手困難な状況が続いております。
一般名処方を選択することにより、おくすりをもらう選択肢が増えますので、一般名処方の
ご協力をお願いいたします。

変更するには、医師の許可
が必要となるため、待ち時
間が長くなる可能性があり
ます。

一般名処方の場合は、保険
薬局の判断で変更できます。

後発品変更不可にチェックがある場合

おくすりの名前の前に
【般】が表示されているものを
一般名処方と言います。

一般名処方では、保険薬局にて、
「先発品」か「ジェネリック医薬
品（後発品）」を患者さまに選ん
で頂くことができます。

先発医薬品の処方を希望される場
合は、「先発医薬品」と「後発医
薬品」の薬価の差額の４分の１相
当を特別の料金として、医療保険
の患者負担と合わせてお支払いい
ただきます。
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